
後納制度は 3年間の時

限措置です。国会で日本

共産党は、恒久措置にす

べきだと主張しました。

民主・自民 。公明 3党

が強行した消費税増税法

の関連法で、年金の受給

資格期間を10年に短縮す

るとしました。しかし、

実施は3年後で、消費税

10の増税の実施が条件で

す。

日本共産党は、ただち

に10年とし、受給者全員

に定額 (月 3・ 3万円)

を国庫負担で支給して、

保険料分を上乗せするこ

とを求めています。

さらに、最低保障額を

月 5万円とし、保険料分

を上乗せする最低保障年

金を本格的に始めること

を提案しています。

共
産
党
の
年
金
改
革
の
提
案
は

黎 鰊

増
一
無
一年
金
解
消
の
場
合
も

注
意
が
必
要
な
場
合
あ
り
ま
す

「後
納
の
申
し
込
み
が
遅

れ
る
と
、
納
付
で
き
る
月
数

が
減
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
」

と
長
谷
川
さ
ん
。

０２
年
１０
月
分
の
保
険
料
の

後
納
期
限
は
、
今
年
１０
月
末

で
す
。
期
限
が
迫

っ
て
い
る

未
納
が
あ
る
場
合
は
注
意
が

必
要
で
す
。
ま
た
、
申
し
込
み

を
し
て
承
認
を
受
け
た
だ
け

で
は
安
心
で
き
ま
せ
ん
。
「保

険
料
を
期
限
ま
で
に
納
付
し

な
い
と
未
納
の
ま
ま
で
す
」

後
納
制
度
は
、
誰
で
も
対

象
に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
老
齢
基
礎
年
金
の
受

給
権
が
あ
る
人

（国
民
年
金

の
繰
り
上
げ
受
給
を
含
む
）

は
対
象
外
。
ま
た
、

６５
歳
以

上
の
人
は
、

２５
年
の
受
給
資

格
を
満
た
し
た
時
点
で
後
納

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

日
本
年
金
機
構
は
、
過
去

１０
年
以
内
に
未
納
が
あ
る
１

７
０
０
万
人
に
、
順
次
、
後

納
制
度
の
通
知
を
発
送
し
て

い
ま
す
。
「こ
の
中
に
は
、

後
納
し
て
任
意
加
入
を
組
み

合
わ
せ
て
も
、

２５
年
の
受
給

資
格
期
間
を
満
た
さ
な
い
ケ

ー
ス
も
あ
る
の
で
、
よ
く
確

か
め
ま
し
ょ
う
」

な
お
、
障
害
・
遺
族
年
金

の
場
合
、
い
っ
た
ん
不
支
給

決
定
を
受
け
た
人
が
仮
に
後

納
し
て
も
、
今
か
ら
保
険
料

納
付
の
要
件
を
満
た
す
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

後納制度の相談窓口圭東京 。新宿年金事務所


